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２
０
１
９
年
４
月
、
職
場
環
境
の
改
善

や
多
様
な
働
き
方
の
推
進
を
目
的
に
、

「
働
き
方
改
革
」
関
連
法
が
施
行
さ
れ
ま

し
た
。
建
築
業
に
お
い
て
は
、
運
送
業
・

医
師
と
同
じ
く
時
間
外
労
働
の
上
限
規

制
な
ど
、
一
部
に
猶
予
期
間
が
定
め
ら
れ

て
い
ま
し
た
が
、
２
０
２
４
年
３
月
末
に

猶
予
期
間
が
終
了
し
、
他
業
種
と
同
様
に

４
月
か
ら
「
働
き
方
改
革
」
関
連
法
が
本

格
運
用
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

「
働
き
方
改
革
」
の
概
要
、
建
設
業
界

が
抱
え
る
課
題
を
整
理
し
て
み
ま
し
た
。 

 
Ａ
．
建
設
業
の
「
働
き
方
改
革
」
の
概
要 

 

「
働
き
方
改
革
」
関
連
法
の
概
要
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。 

① 

罰
則
付
き
で
時
間
外
労
働
時
間
の
上

限
が
設
定 

罰
則
付
き
で
時
間
外
労
働
の
上
限
が

設
け
ら
れ
ま
し
た
。 

原
則
と
し
て
「
月
４
５
時
間
」
「
年
間

３
６
０
時
間
」
の
上
限
規
制
が
設
け
ら
れ
、

繁
忙
期
で
あ
っ
て
も
「
年
間
７
２
０
時
間

以
内
」
「
複
数
月
（
２
～
６
ヶ
月
）
で
平

均
８
０
時
間
以
内
」
「
単
月
１
０
０
時
間

未
満
」
に
収
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
の
導
入

が
最
も
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。 

ま
た
、
「
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
」
制

度
の
導
入
や
「
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
」

の
拡
充
も
促
さ
れ
て
い
ま
す
。 

万
が
一
、
違
反
し
た
場
合
は
、
事
業
者

に
対
し
て
「
６
カ
月
以
下
の
懲
役
ま
た
は

３
０
万
円
以
下
の
罰
金
」
が
課
せ
ら
れ
る

お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
災
害
復

旧
時
の
場
合
に
は
該
当
し
な
い
こ
と
に

な
り
ま
す
。 

② 

時
間
外
労
働
の
割
増
賃
金
率
の
引
き

上
げ 

時
間
外
労
働
の
割
増
賃
金
率
が
引
き

上
げ
ら
れ
ま
し
た
。 

１
ヶ
月
の
時
間
外
労
働
が
６
０
時
間

を
超
え
る
場
合
の
割
増
賃
金
率
は
、
こ
れ

ま
で
中
小
企
業
に
お
い
て
は
２
５
％
で

し
た
が
、
２
０
２
３
年
４
月
１
日
よ
り
中

小
企
業
も
大
企
業
と
同
じ
５
０
％
へ
と

割
増
賃
金
率
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。 

 
 

こ
れ
ま
で
通
り
の
時
間
外
労
働
時
間

を
前
提
と
す
る
と
、
企
業
は
さ
ら
に
コ
ス

ト
が
上
昇
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の

た
め
、
従
業
員
の
時
間
外
労
働
を
減
ら
す

よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り

ま
し
た
。 

③ 

年
次
有
給
休
暇
の
５
日
取
得 

事
業
者
は
、
労
働
者
に
対
し
て
年
次
有

給
休
暇
を
５
日
取
得
さ
せ
る
義
務
が
生

じ
ま
す
。 

年
次
有
給
休
暇
に
関
し
て
は
、
既
に
２

０
１
９
年
４
月
か
ら
義
務
化
さ
れ
て
い

ま
し
た
が
、
建
設
業
界
は
年
次
有
給
休
暇

の
取
得
率
が
低
い
傾
向
に
あ
り
ま
す
。 

職
場
で
取
り
づ
ら
い
雰
囲
気
を
作
ら

な
い
よ
う
に
労
働
者
に
呼
び
か
け
を
し
、

繁
忙
期
に
重
な
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に

事
業
者
側
か
ら
有
給
休
暇
取
得
の
時
期

を
指
定
す
る
な
ど
、
労
働
者
に
積
極
的
に

取
得
し
て
も
ら
え
る
よ
う
な
取
り
組
み

が
求
め
ら
れ
ま
す
。 
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④ 

同
一
労
働
同
一
賃
金
の
導
入 

同
一
労
働
同
一
賃
金
が
導
入
さ
れ
ま

し
た
。 

同
一
労
働
同
一
賃
金
は
、
企
業
や
団
体

内
に
お
い
て
、
正
規
雇
用
労
働
者
と
非
正

規
雇
用
労
働
者
の
不
合
理
な
待
遇
差
を

解
消
す
る
こ
と
が
目
的
の
制
度
で
あ
り
、

「
働
き
方
改
革
」
に
よ
っ
て
２
０
２
１
年

４
月
か
ら
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
制
度
の
制
定
で
は
、
非
正
規
社
員

に
も
正
社
員
と
同
じ
仕
事
を
任
せ
る
こ

と
に
よ
り
、
正
社
員
の
負
担
を
減
ら
し
、

非
正
規
社
員
の
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
に
つ

な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
の
効
果
が

期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
事
業
者
に
と
っ
て

は
コ
ス
ト
上
昇
に
つ
な
が
る
と
こ
ろ
で

す
が
、
業
務
効
率
化
の
一
貫
と
し
て
取
り

組
む
こ
と
が
重
要
と
な
り
ま
す
。 

Ｂ
．
建
設
業
界
が
抱
え
る
課
題
と
「
働
き

方
改
革
」
の
役
割 

次
に
、
な
ぜ
「
働
き
方
改
革
」
が
求
め

ら
れ
る
の
か
、
現
在
、
建
設
業
界
が
抱
え

る
課
題
を
列
挙
し
ま
す
。 

① 

長
時
間
労
働
の
常
態
化 

一
つ
目
は
、
【
長
時
間
労
働
の
常
態
化
】

で
す
。 

建
築
業
界
に
お
い
て
は
、
技
術
者
・
技

能
労
働
者
共
に
中
小
企
業
か
ら
大
手
ゼ

ネ
コ
ン
ま
で
長
時
間
労
働
の
常
態
化
が

指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。 

そ
こ
で
、
前
述
の
と
お
り
、
２
０
２
４

年
４
月
１
日
か
ら
罰
則
付
き
の
時
間
外

労
働
の
上
限
規
制
が
適
用
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。 

建
設
業
に
お
け
る
労
務
課
題
は
、
主
に

「
長
時
間
労
働
」
と
「
人
材
不
足
」
で
す
。 

厚
生
労
働
省
が
発
表
し
た
２
０
２
３

年
９
月
の
「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
」
に
よ

る
と
、
建
設
業
に
お
け
る
労
働
者
の
月
間

労
働
時
間
は
１
６
７
．
７
時
間
と
、
全
産

業
平
均
１
３
６
．
５
時
間
と
比
較
し
て
毎

月
約
３
１
時
間
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
月
間
出
勤
日
数
は
２
０
．
５
日
と
、

全
産
業
平
均
の
１
７
．
７
日
よ
り
も
毎
月

３
日
ほ
ど
多
く
出
勤
し
て
い
ま
す
。
年
間

の
総
実
労
働
時
間
で
も
全
産
業
よ
り
３

０
０
時
間
以
上
も
多
く
、
長
時
間
労
働
の

常
態
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
週
休
２
日
（
４
週
８
休
）
が
十

分
に
実
施
さ
れ
ず
、
建
築
工
事
に
お
い
て 

 
 

は
約
５
割
が
４
週
４
休
で
働
い
て
い
る

の
が
実
情
で
す
。 

「
働
き
方
改
革
」
に
よ
り
、
労
働
者
が

健
康
で
働
き
や
す
い
環
境
づ
く
り
を
す

る
こ
と
が
、
事
業
者
に
求
め
ら
れ
て
い
る

の
で
す
。 

 
 

 

 

② 

「
人
手
不
足
」
「
後
継
者
不
足
」
問
題 

ニ
つ
目
が
、
【
「
人
手
不
足
」
「
後
継

者
不
足
」
問
題
】
で
す
。
【
資
料-

３
】 

建
設
業
界
で
は
、
就
業
者
数
の
減
少
が

進
ん
で
い
ま
す
。
国
土
交
通
省
の
「
建
設

業
を
巡
る
現
状
と
課
題
」
に
よ
る
と
、
令

和
４
年
の
建
設
業
就
業
者
数
は
４
７
９

万
人
で
、
ピ
ー
ク
時
の
平
成
９
年
か
ら
約

３
０
％
減
と
「
人
手
不
足
」
の
状
態
が 

続
い
て
い
ま
す
。 

【
資
料-

１
】 

更
に
、
高
齢
化
も
深
刻
で
、

国
土
交
通
省
の
調
査
に
よ
る

と
、
建
設
業
就
業
者
の
内
５
５

歳
以
上
が
３
５
．
９
％
、
２
９

歳
以
下
が
１
１
．
７
％
と
高
齢

化
が
進
行
し
、「
後
継
者
不
足
」

に
よ
る
次
世
代
へ
の
技
術
継

承
が
、
建
設
業
界
の
大
き
な
課

題
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

尚
、
建
設
業
就
業
者
の
内
、

技
能
労
働
者
に
限
っ
た
場
合
、

６
５
歳
以
上
の
技
能
者
は
全

体
の
約
４
分
の
１
（
２
５
．

７
％
）
を
占
め
、
１
０
年
後
に

は
そ
の
大
半
が
引
退
す
る
こ 

と
が
見
込
ま
れ
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
か
ら 

の
建
設
業
界
を
支
え
る
２
９
歳
以
下
の 

技
能
労
働
者
の
割
合
は
、
全
体
の
約
１
２ 

％
程
度
し
か
な
く
、
若
年
入
職
者
の
確
保 

や
育
成
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
ま 

す
。
【
資
料-

２
】 

 

労
働
者
に
と
っ
て
働
き
や
す
い
環
境

づ
く
り
を
整
え
、
「
人
手
不
足
」
「
後
継

者
不
足
」
を
解
消
さ
せ
る
こ
と
も
、
「
働

き
方
改
革
」
の
大
き
な
役
割
で
す
。 

 

【
資
料-

１
】 
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③ 

強
い
３
Ｋ
（
き
つ
い
・
汚
い
・
危
険
）

の
イ
メ
ー
ジ 

三
つ
目
が
、
建
設
業
に
対
す
る
強
い

【
３
Ｋ
（
き
つ
い
・
汚
い
・
危
険
）
】
の

イ
メ
ー
ジ
で
す
。 

求
職
者
の
な
か
に
は
、
建
設
業
は
肉
体

労
働
を
伴
う
た
め
、
き
つ
い
仕
事
だ
と
い

う
印
象
を
持
つ
人
が
多
く
、
忌
避
す
る
層

が
一
定
数
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 

 

ま
た
、
業
務
中
の
事
故
の
ニ
ュ
ー
ス
も

数
多
く
報
道
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、 

危
険
と
感
じ
る
人
も
多
く
い
ま

す
。 そ

の
た
め
、
建
設
関
連
企
業
に

お
い
て
は
、
【
３
Ｋ
（
き
つ
い
・

汚
い
・
危
険
）
】
の
イ
メ
ー
ジ
を

払
拭
す
る
努
力
が
求
め
ら
れ
る

と
こ
ろ
で
す
。
「
人
手
不
足
」
の

中
、
ク
リ
ー
ン
な
イ
メ
ー
ジ
を
醸

し
出
し
、
人
員
確
保
に
つ
な
げ
こ

と
も
「
働
き
方
改
革
」
の
重
要
な

役
割
と
な
り
ま
す
。 

Ｃ
．
建
設
業
界
の
「
人
手
不
足
」

問
題
（
特
に
技
能
労
働
者
） 

前
述
の
と
お
り
、
【
長
時
間
労

働
の
常
態
化
】
【
「
人
手
不
足
」

「
後
継
者
不
足
」
】
【
強
い
３
Ｋ

（
き
つ
い
・
汚
い
・
危
険
）
】
か

ら
の
脱
却
を
図
る
た
め
「
働
き 

方
改
革
」
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
建

設
業
界
が
構
造
的
に
陥
っ
て
い
る
【
「
人

手
不
足
」
「
後
継
者
不
足
」
】
（
特
に
技

能
労
働
者
）
を
解
決
が
す
る
こ
と
が
急
務

と
な
り
ま
す
。
次
に
、
【
「
人
手
不
足
」

「
後
継
者
不
足
」
】
（
特
に
技
能
労
働
者
）

が
顕
著
と
な
る
原
因
を
探
り
ま
す
。 

① 

少
子
高
齢
化
と
引
退
層
の
増
加 

建
設
業
に
お
け
る
「
人
手
不
足
」
「
後

継
者
不
足
」
の
最
大
の
原
因
は
、
他
産
業

も
抱
え
る
少
子
高
齢
化
に
よ
る
現
役
世

代
の
減
少
で
す
。
建
設
業
界
で
は
、
多
く

の
熟
練
技
能
労
働
者
が
高
齢
に
な
り
、
引

退
を
迎
え
る
時
期
に
差
し
掛
か
っ
て
い

ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
長
年
培
っ
た
技
術

や
ノ
ウ
ハ
ウ
が
業
界
か
ら
失
わ
れ
て
い

く
傾
向
に
あ
り
、
「
人
手
不
足
」
「
後
継

者
不
足
」
は
さ
ら
に
深
刻
化
す
る
見
込
み

で
す
。
ま
た
、
新
し
い
技
能
労
働
者
が
、

そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
ま
で
に
は
、
多

く
の
時
間
と
研
鑽
が
必
要
と
な
り
、
益
々

事
態
は
深
刻
で
す
。 

② 

低
賃
金
と
労
働
条
件
の
悪
さ 

日
本
の
建
設
業
界
に
お
け
る
「
人
手
不

足
」
「
後
継
者
不
足
」
の
要
因
と
し
て
、

技
能
労
働
者
の
賃
金
の
低
さ
と
長
時
間

労
働
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
低
い
賃
金
と
厳

し
い
労
働
条
件
は
、
特
に
若
い
労
働
者
に

と
っ
て
は
大
き
な
デ
メ
リ
ッ
ト
で
あ
り
、

新
し
い
労
働
力
の
獲
得
を
妨
げ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
離
職
者
も
増
加
傾
向
に
あ
り

ま
す
。 

建
設
技
能
労
働
者
の
多
く
は
日
給
制

で
収
入
が
不
安
定
と
な
り
、
時
に
は
最
低

賃
金
以
下
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

 
 

ま
た
、
日
本
に
は
建
設
技
能
労
働

者
に
特
化
し
た
公
的
な
資
格
制
度
が

存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
賃
金
が
低

く
設
定
さ
れ
や
す
い
状
態
に
あ
り
ま

す
。
日
本
と
は
対
照
的
に
、
ド
イ
ツ

な
ど
で
は
マ
イ
ス
タ
ー
制
度
と
呼
ば

れ
る
公
的
な
資
格
が
あ
り
、
給
与
も

高
く
安
定
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、

日
本
の
建
設
業
の
年
間
総
実
労
働
時

間
は
全
産
業
よ
り
も
多
く
、
特
に
高

齢
の
建
設
技
能
労
働
者
に
と
っ
て
は
、

負
担
が
大
き
い
状
況
で
す
。 

■
出
典 

【
資
料-

１
】
【
資
料-

２
】
：
国 

土
交
通
省
通
省 

／ 

【
資
料-

３
】
： 

日
本
商
工
会
議
所
・
東
京
商
工
会
議
所 

【
資
料-

２
】 

【
資
料-

３
】 
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③ 

建
設
需
要
の
増
加 

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
後
、
建
設
需
要
は

緩
や
か
に
拡
大
し
て
い
ま
す
。
２
０
１
１

年
の
東
日
本
大
震
災
や
東
京
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
に
よ
っ
て
さ
ら
に
需
要
が
高
ま
り
、

既
存
の
人
手
で
は
対
応
で
き
な
い
状
態

に
あ
り
ま
す
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
後
も
、
大

阪
万
博
や
リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
、
都
市
再

開
発
、
高
齢
者
施
設
と
い
っ
た
新
た
な
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
お
よ
び
老
朽
化
し
た
イ
ン

フ
ラ
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
等
に
よ
り
、
建
設

需
要
は
継
続
的
に
拡
大
す
る
見
通
し
で
、

「
人
手
不
足
」
に
拍
車
が
か
か
り
ま
す
。

【
資
料-

１
】 

④ 

季
節
性
と
不
安
定
な
雇
用 

建
設
技
能
労
働
者
の
６
割
以
上
が
日

給
制
で
あ
り
、
天
候
や
現
場
の
有
無
に
よ

っ
て
給
料
が
変
動
す
る
た
め
、
将
来
の
ラ

イ
フ
プ
ラ
ン
が
立
て
づ
ら
い
状
況
が
あ

り
ま
す
。
社
会
保
険
の
加
入
は
改
善
傾
向

に
あ
り
ま
す
が
、
「
道
具
代
が
か
さ
む
」

問
題
も
あ
り
、
収
入
上
の
不
安
を
高
め
て

い
ま
す
。
ま
た
、
建
設
技
能
労
働
者
は
広

範
囲
に
及
ぶ
現
場
に
通
う
必
要
が
あ
り
、

そ
の
結
果
「
拘
束
時
間
が
長
く
な
る
」
問

題
も
深
刻
で
す
。 

⑤ 

若
者
の
建
設
業
に
対
す
る
興
味
喪
失

建
設
業
に
興
味
を
持
つ
若
者
が
少
な 

い
の
は
、
「
３
Ｋ
（
き
つ
い
・
汚
い
・
危

険
）
」
の
印
象
と
、
建
設
業
界
に
は
古
い

価
値
観
が
あ
る
た
め
と
の
イ
メ
ー
ジ
が

待
た
れ
て
い
る
と
の
意
見
も
あ
り
ま
す
。 

 
 

建
設
業
は
肉
体
労
働
が
多
く
、
週
休
二

日
制
が
一
般
的
で
な
い
た
め
、「
き
つ
い
」

イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
作
業
環
境
が
「
汚
い
」

こ
と
も
多
く
、
高
所
で
の
作
業
は
「
危
険
」

で
す
。
さ
ら
に
、
現
在
の
若
者
は
仕
事
に

や
り
が
い
や
人
間
関
係
を
重
視
し
、
建
設

業
界
の
古
い
価
値
観
と
合
わ
な
い
場
合

も
多
く
、
新
し
い
世
代
が
Ｉ
Ｔ
や
サ
ー
ビ

ス
業
な
ど
、
他
の
多
様
な
業
界
に
魅
了
さ

れ
、
建
設
業
に
対
す
る
興
味
や
注
目
が
薄

れ
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。 

Ｄ
．
「
人
手
不
足
」
を
解
消
す
る
た
め
の

取
組
み 

 

建
設
業
界
に
お
け
る
「
人
手
不
足
」
問

題
は
深
刻
で
す
。
建
設
業
の
需
要
は
こ
れ

か
ら
も
拡
大
が
予
想
さ
れ
る
中
で
、
そ
の

解
決
策
が
切
実
に
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

「
働
き
方
の
改
革
」
と
作
業
の
効
率
化

は
必
要
不
可
欠
で
す
。
さ
ら
に
、
建
設
業

界
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
を
向
上
さ
せ
る
こ

と
で
、
よ
り
多
く
の
人
材
を
引
き
寄
せ
る

労
働
環
境
を
整
え
る
こ
と
が
重
要
で
す
。 

最
後
に
、
「
人
手
不
足
」
問
題
を
解
決

す
る
た
め
の
取
組
み
を
探
り
ま
す
。 

① 

若
者
へ
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
戦
略 

建
設
業
界
に
お
い
て
、
若
手
不
足
が
問

題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
各
企
業
は

待
遇
改
善
と
若
者
の
定
着
に
向
け
た
取

り
組
み
を
始
め
て
い
ま
す
。
一
例
と
し
て

「
ゲ
ン
バ
男
子
」
と
い
う
企
画
が
あ
り
ま

す
。 

 
 

こ
の
企
画
は
、
大
阪
産
業
創
造
館
の
ビ

ジ
ネ
ス
情
報
マ
ガ
ジ
ン
「
ビ
ー
プ
ラ
ッ

ツ
」
の
サ
イ
ト
で
す
。
こ
の
企
画
に
お
い

て
は
、
中
小
企
業
で
活
躍
す
る
若
手
の
か

っ
こ
い
い
写
真
が
掲
載
さ
れ
、
建
設
業
の

魅
力
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
ま
す
。 

さ
ら
に
、
子
供
参
観
や
大
型
重
機
の
試

乗
会
・
見
学
会
な
ど
も
開
催
さ
れ
、
こ
れ

ら
の
イ
ベ
ン
ト
を
通
じ
て
、
建
設
業
界
と

子
供
た
ち
や
そ
の
保
護
者
と
の
接
点
を

作
り
出
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
地
域
イ
ベ
ン
ト
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
を
通
じ
、
間
接
的
な
イ
メ
ー
ジ
ア

ッ
プ
も
行
っ
て
い
る
企
業
の
取
り
組
み

も
見
ら
れ
て
い
ま
す
。 

② 
給
与
と
福
利
厚
生
の
改
善 

建
設
業
界
で
は
、
多
く
の
技
能
労
働
者

が
社
会
保
険
に
未
加
入
で
あ
り
、
問
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。 

社
会
保
険
の
加
入
は
、
技
能
労
働
者
に

と
っ
て
多
く
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
も
の

の
、
企
業
側
は
、
そ
の
費
用
の
半
分
を
負

担
す
る
必
要
が
あ
り
、
経
費
負
担
と
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
技
能
労
働
者
の

待
遇
改
善
を
目
的
と
し
て
、
社
会
保
険
未

加
入
の
企
業
に
は
建
設
業
の
許
可
や
更

新
が
認
め
ら
れ
な
い
制
度
が
存
在
し
て

い
ま
す
。 

ま
た
、
技
能
労
働
者
の
安
全
性
を
高
め

る
た
め
の
各
種
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て

い
ま
す
。
月
給
制
の
導
入
に
つ
い
て
も
、

建
設
業
界
全
体
で
の
改
善
が
求
め
ら
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
一
部
の
中
小
企
業

で
は
新
卒
に
対
し
て
月
給
制
を
導
入
し
、

ス
キ
ル
が
身
に
つ
い
た
後
に
独
立
を
促

し
て
い
る
例
も
あ
る
よ
う
で
す
。 

③ 

工
期
の
見
直
し 

建
設
業
界
は
需
要
が
拡
大
傾
向
に
あ

り
、
工
期
に
無
理
が
あ
る
ケ
ー
ス
も
増
え

て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
工
事
が
天
候
等

に
影
響
さ
れ
る
場
合
は
、
長
時
間
労
働
が

強
い
ら
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ

を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
適
切
な
工
期
の

設
定
が
必
要
で
あ
り
、
「
働
き
方
改
革
」

に
お
い
て
も
、
適
切
な
工
期
の
設
定
が
推

進
さ
れ
て
い
ま
す
。 

実
際
の
公
共
工
事
に
お
い
て
は
、
余
裕

を
持
た
せ
た
工
期
が
設
定
さ
れ
て
い
る

場
合
が
多
い
の
が
現
状
で
す
。 
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さ
ら
に
、
労
働
条
件
の
柔
軟
性
を
高
め
、

若
者
や
女
性
に
も
働
き
や
す
い
環
境
を

整
え
る
取
り
組
み
も
進
行
し
て
い
ま
す
。 

④ 

生
産
性
の
向
上 

「
生
産
性
向
上
」
は
人
材
確
保
と
平
行

し
て
進
め
る
べ
き
課
題
で
す
。
デ
ジ
タ
ル

技
術
や
最
新
設
備
の
導
入
に
よ
り
、
コ
ス

ト
と
人
員
を
削
減
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
り
ま
す
。 

Ｉ
Ｃ
Ｔ
建
機
・
ツ
ー
ル
の
活
用
、
Ｄ
Ｘ

（
デ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ

ン
）
の
推
進
も
今
後
必
要
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
ド
ロ
ー
ン
や
ロ
ボ
ッ
ト
を
用
い
る
こ

と
で
、
危
険
な
業
務
の
リ
ス
ク
を
減
ら
し
、

精
度
の
高
い
デ
ー
タ
を
得
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。 

ま
た
、
Ｂ
Ｉ
Ｍ
ツ
ー
ル
の
導
入
に
よ
り

工
期
の
短
縮
も
実
現
可
能
と
な
り
ま
す
。 

こ
れ
ら
の
技
術
の
活
用
に
よ
り
、
「
人

手
不
足
」
を
解
消
し
、
従
業
員
が
よ
り
価

値
の
高
い
作
業
に
専
念
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。 

 
 

 

尚
、
技
術
の
進
歩
に
よ
り
、
新
し
い
ビ

ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
も
生
ま
れ
、
企
業
の
成

長
を
促
進
す
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。 

更
に
、
プ
レ
ハ
ブ
化
、
シ
ス
テ
ム
化
を

図
る
こ
と
に
よ
る
建
設
現
場
の
合
理
化

も
活
発
化
し
て
い
ま
す
。 

 

□
総
会
報
告 

去
る
５
月
25
日
（
土
）
に
2024
年
度
定

例
総
会
が
開
催
さ
れ
、
議
案
書
の
全
議
案

が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
正
会
員
の
皆
さ
ま

に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
ご
協
力
を
い
た
だ

き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

   
 
 
 

 
 

 

  

～～
編編
集集
後後
記記
～～  

木
造
建
築
物
の
建
築
確
認
・
検
査
に
関

し
て
、
構
造
等
の
安
全
性
や
省
エ
ネ
審
査

が
加
わ
り
、
非
木
造
建
築
物
と
統
一
化
さ

れ
ま
す
。 

２
０
２
５
年
４
月
の
「
省
エ
ネ
基
準
へ

の
適
合
義
務
化
」
に
伴
い
、「
建
築
確
認
・

検
査
の
対
象
と
な
る
建
築
物
の
規
模
等

の
見
直
し
」
に
係
わ
る
法
律
の
改
正
が
施

行
さ
れ
る
予
定
で
す
。 

す
べ
て
の
建
築
物
に
対
す
る
省
エ
ネ

基
準
適
合
義
務
化
、
お
よ
び
Ｚ
Ｅ
Ｈ
等
省

エ
ネ
建
築
物
の
普
及
に
よ
る
断
熱
材
や

太
陽
光
発
電
搭
載
に
よ
る
建
築
物
の
重

量
化
に
伴
い
、
建
築
物
の
構
造
の
安
定
性

の
審
査
や
検
査
に
係
わ
る
建
築
物
の
規

模
等
の
変
更
で
す
。 

木
造
の
小
規
模
建
築
物
（
住
宅
）
に
関

し
て
は
、
今
ま
で
省
略
さ
れ
て
い
た
審

査
・
検
査
に
つ
い
て
変
更
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。 

今
後
、
木
造
住
宅
を
建
築
す
る
場
合
は
、

省
エ
ネ
法
、
建
築
基
準
法
の
改
正
内
容
に

適
合
す
る
よ
う
注
意
が
必
要
で
す
。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

（
Ｔ
・
Ｔ
） 

   

 

 

□
実
例
欠
陥
建
築
集
・
木
造
編 

次
ペ
ー
ジ
に
、
当
会
の
１０
周
年
記
念
事
業

と
し
て
作
成
し
た
「
実
例
欠
陥
建
築
集
・

木
造
編
」
の
一
部
を
、
掲
載
い
た
し
ま
す
。

今
後
も
順
次
掲
載
い
た
し
ま
す
（
紙
面
の

都
合
に
よ
る
不
定
期
掲
載
）
。 
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